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条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
条
例
第
三
十
一
号
）（
市
町
村
課
）

１
　
住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。

（一）

本
人
確
認
情
報
（
法
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
住
民
票
の
記
載
等
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の

保
護
に
関
す
る
審
議
会
は
、
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
山
梨

県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
と
し
た
。

（二）

指
定
情
報
処
理
機
関
が
収
受
す
る
情
報
提
供
手
数
料
の
算
定
方
法
を
定
め
た
。

（三）

本
人
確
認
情
報
の
開
示
請
求
・
訂
正
申
出
に
関
す
る
手
続
規
定
を
定
め
た
。

（四）

本
人
確
認
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
費
用
負
担
を
定
め
た
。

（五）

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
八
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

三
十
二
号
）（
人
事
課
）

１
　
特
別
休
暇
と
し
て
子
の
看
護
休
暇
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
条
例
第
三
十
三
号
）

（
教
育
庁
義
務
教
育
課
）

１
　
特
別
休
暇
と
し
て
子
の
看
護
休
暇
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）（
用
地
課
）

１
　
土
地
収
用
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

新
設
　
仲
裁
手
数
料
　
十
二
万
六
千
円

（二）

改
正
　
事
業
認
定
手
数
料
　
十
五
万
八
千
円
（
改
正
前
　
十
二
万
円
）

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）（
医
務

課
）

１
　
保
健
師
等
の
養
成
施
設
に
在
学
し
て
い
る
者
で
看
護
職
員
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い

う
。）
の
貸
与
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
養
成
施
設
貸
与
者
」
と
い
う
。）
の
当
該
修
学
資
金
の
返
還

の
当
然
免
除
の
要
件
で
あ
る
業
務
従
事
期
間
を
「
三
年
間
」
か
ら
「
五
年
間
」
に
改
正
す
る
こ
と
と

し
た
。

２
　
養
成
施
設
貸
与
者
の
当
該
修
学
資
金
の
返
還
が
裁
量
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
に
あ
た

っ
て
貸
与
期
間
に
乗
ず
る
係
数
を
「
二
分
の
三
」
か
ら
「
二
分
の
五
」
に
、「
三
倍
」
を
「
五
倍
」

に
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
看
護
師
の
免
許
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
看
護
に
関
す
る
専
門
知
識
を
習
得
す
る
た
め
大
学

院
の
修
士
課
程
に
在
学
し
て
い
る
者
に
対
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
及
び
免
除
の
要
件
で
あ
る
業
務
を

「
看
護
師
と
し
て
の
業
務
」
か
ら
「
看
護
職
員
の
業
務
」
に
改
正
し
、
免
除
及
び
猶
予
対
象
施
設
を

追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
警
察
官
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
及
び
山
梨
県
交
通
巡
視
員
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）（
警
察
本
部
警
務
課
）

１
　
警
察
官
及
び
交
通
巡
視
員
に
貸
与
す
る
装
備
品
の
品
目
に
識
別
章
を
加
え
る
と
と
も
に
、
手
帳
を

警
察
手
帳
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）（
税
務
課
）

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

七
月
十
七
日

号
外
第
四
十
一
号

水　曜　日



１
　
法
人
税
に
つ
い
て
連
結
納
税
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
法
人
の
県
民
税
及
び
法
人
の
事

業
税
に
つ
い
て
連
結
納
税
の
承
認
を
受
け
た
法
人
に
係
る
部
分
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八
号
）

（
議
会
）

１
　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に

関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）（
議
会
）

１
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
次
の
と
お
り

定
め
る
こ
と
と
し
た
。

選
挙
区
の
名
称

選
挙
区
の
区
域

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

東
山
梨
郡

東
山
梨
郡
の
区
域

一
人

東
八
代
郡

東
八
代
郡
の
区
域

三
人

西
八
代
郡

西
八
代
郡
の
区
域

一
人

南
巨
摩
郡

南
巨
摩
郡
の
区
域

二
人

中
巨
摩
郡

中
巨
摩
郡
の
区
域

八
人

北
巨
摩
郡

北
巨
摩
郡
の
区
域

三
人

南
都
留
郡

南
都
留
郡
の
区
域
（
西
桂
町
の
区
域
を
除
く
。）

二
人

北
都
留
郡

北
都
留
郡
の
区
域

一
人

甲
府
市

甲
府
市
の
区
域

九
人

富
士
吉
田
市

富
士
吉
田
市
の
区
域

三
人

塩
山
市

塩
山
市
の
区
域

一
人

都
留
市
・
西
桂

都
留
市
及
び
南
都
留
郡
西
桂
町
の
区
域

二
人

町山
梨
市

山
梨
市
の
区
域

二
人

大
月
市

大
月
市
の
区
域

二
人

韮
崎
市

韮
崎
市
の
区
域

二
人

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
は
、

廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
本
人
確
認
情
報
の
保
護
に
関
す
る
審
議
会
）

第
二
条

法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
保
護
に
関
す
る
審
議
会
は
、
山
梨

県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
山
梨

県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
と
す
る
。

（
情
報
提
供
手
数
料
の
額
の
算
定
方
法
）

第
三
条

法
第
三
十
条
の
十
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
手
数
料
の
額
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
情
報
処
理
機
関
が
行
う
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
に

要
す
る
費
用
を
当
該
本
人
確
認
情
報
の
提
供
の
見
込
み
件
数
で
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
の
方
法
）

第
四
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
開
示
請
求
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
請
求
す
る
開
示
の
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
に
対
し
て
、
自
己
が
当
該
開

示
請
求
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
書
類
を
提
出
し
、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
費
用
負
担
）

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

二



第
五
条

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
開
示
を
受
け

る
者
は
、
当
該
書
面
の
交
付
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
訂
正
申
出
の
方
法
）

第
六
条

法
第
三
十
条
の
四
十
の
規
定
に
よ
り
開
示
に
係
る
本
人
確
認
情
報
に
つ
い
て
そ
の
内
容
の
全

部
又
は
一
部
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
の
申
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訂
正
申
出
」
と
い
う
。）

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
訂
正
申
出
の
内
容

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
訂
正
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
訂
正
申
出
の
内
容
が
事
実
に

合
致
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
、
又
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
訂
正
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
八
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
十
七
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、十
二
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１２

子
の
看
護
休
暇

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
看
護
す
る
場
合
五
日
以
内

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
三
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
十
七
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、十
二
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１２

子
の
看
護
休
暇

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
看
護
す
る
場
合
五
日
以
内

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
起
業
者
　
仲
裁

手
数
料

第
二
条
第
二
項
の
表
中
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、三
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
表
二
の
項
中
「
十
二
万
円
」
を
「
十
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
を
同
表
三
の
項
と
し
、

同
表
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

仲
裁
手
数
料

十
二
万
六
千
円

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

三



（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
事
業
認
定
の
申
請
に
係
る
事
業
認
定
手
数
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
の
表
三
の
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
大
学
院
の
修
士
課
程
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
看
護
師
と
し
て
の
業
務
に
限
る
。」

を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
」
を
「
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
施

設
」
に
、「
県
内
医
療
機
関
」
を
「
県
内
医
療
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
二
分
の
三
」
を
「
二
分
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
三
倍
」
を
「
五
倍
」

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
県
内
医
療
機
関
」
を
「
県
内
医
療
機
関
等
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
以
後
に
貸
与
を
開
始
す
る
看
護
職
員
修
学
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
与
を
開
始

し
た
看
護
職
員
修
学
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
警
察
官
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
及
び
山
梨
県
交
通
巡
視
員
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
六
号

山
梨
県
警
察
官
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
及
び
山
梨
県
交
通
巡
視
員
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
警
察
官
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
警
察
官
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
に
つ
い
て
は
、
三
」
を
「
及
び
識
別
章
に
つ
い
て
は
、
各
三
」
に
、
「
手
　
　
　
帳

「
識
　
別
　
章

」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

警
察
手
帳
」

（
山
梨
県
交
通
巡
視
員
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
交
通
巡
視
員
支
給
品
及
び
貸
与
品
条
例（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
百
十
四
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
る
。

「

第
四
条
中
「
に
つ
い
て
は
、
三
」
を
「
及
び
識
別
章
に
つ
い
て
は
、
各
三
」
に
、
「
手
帳
」
を

識
別
章

に
改
め
る
。

警
察
手
帳
」

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
七
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
又
は
均
等
割
額
の
算
定
期
間
」
を
「
法

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
、
同
項
第
一
号
の
二
の
連
結
事
業

年
度
開
始
の
日
か
ら
六
月
の
期
間
若
し
く
は
同
項
第
一
号
の
三
の
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定

期
間
、
同
項
第
二
号
の
均
等
割
額
の
算
定
期
間
又
は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
期
間
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
法
人
の
資
本
等
の
金
額
は
、
当
該
法
人
の
法
人
税
額
の
課
税
標
準
若
し
く
は
均
等
割

額
の
算
定
期
間
の
末
日
（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
の
資
本
等
の
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
日
（
同
項
第
一

号
」
に
改
め
、「
あ
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
法
人
」

を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

四



第
三
十
一
条
中
「
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
」
を
「
第
四
項
、
第
五
項
、
第
二
十
四
項
又
は

第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、「
第
五
十
三
条
第
一
項
後
段
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三

項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
」
を
「
次
に
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、「
第
八
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
中
「
第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
二
第
二
項
中
「
又
は
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
二
号
ま
で
」
に
、「
掲
げ
る
日
」

を
「
定
め
る
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
五
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
一
条
並
び
に
新
条
例
附
則
第
十
二
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
は
、
平

成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
新
条
例
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事

業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
百
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
」
を
「
第
百
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

に
関
す
る
条
例

（
議
員
の
定
数
）

第
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
四
十
二
人
と
す
る
。

（
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
）

第
二
条

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会
の
議

員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

選
挙
区
の
名
称

選
挙
区
の
区
域

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

東
山
梨
郡

東
山
梨
郡
の
区
域

一
人

東
八
代
郡

東
八
代
郡
の
区
域

三
人

西
八
代
郡

西
八
代
郡
の
区
域

一
人

南
巨
摩
郡

南
巨
摩
郡
の
区
域

二
人

中
巨
摩
郡

中
巨
摩
郡
の
区
域

八
人

北
巨
摩
郡

北
巨
摩
郡
の
区
域

三
人

南
都
留
郡

南
都
留
郡
の
区
域
（
西
桂
町
の
区
域
を
除
く
。）

二
人

北
都
留
郡

北
都
留
郡
の
区
域

一
人

甲
府
市

甲
府
市
の
区
域

九
人

富
士
吉
田
市

富
士
吉
田
市
の
区
域

三
人

塩
山
市

塩
山
市
の
区
域

一
人

都
留
市
・
西
桂

都
留
市
及
び
南
都
留
郡
西
桂
町
の
区
域

二
人

町山
梨
市

山
梨
市
の
区
域

二
人

大
月
市

大
月
市
の
区
域

二
人

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
四
年
七
月
十
七
日

六

韮
崎
市

韮
崎
市
の
区
域

二
人

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
一
般
選
挙
か

ら
適
用
し
、
当
該
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選

挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
廃

止
）

３
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


